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第 6 期 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定について 

 

１ 計画の策定 

（1） 策定の趣旨 

   市町村は、老人福祉法第 20 条の８に基づく高齢者福祉計画及び介護保険法第 117 条に基

づく介護保険事業計画を一体のものとして策定することが義務づけられています。横浜市

では、「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」をこれに位置づけています。 

   このたび、平成 26 年度をもって、「第５期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」 

  の計画期間が終了となるため、新たに平成 27 年度から 29 年度までの３年間を計画期間と

する、「第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定します。 

 

（2） 計画期間  

   平成 27～29 年度の３か年計画です。この計画に基づき、３か年の第１号被保険者（65

歳以上高齢者）の介護保険料の水準を決定します。 

（参考）  第５期（24～26 年度）保険料基準月額 5,000 円 

第４期（21～23 年度）保険料基準月額 4,500 円  
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（3）  策定の手法 

  「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の策定に際し、計画策定の基礎資料 

とするため、平成 25 年度に高齢者や介護保険の事業所などに高齢者実態調査を 

実施しています。 

    策定にあたっては、実態調査で把握された現状、現行計画の振り返りを基に 

進めるほか、介護保険法改正など国の動きを注視しながら進めていきます。 

また、当事者や専門的な見地から幅広い視点での協議を行うため、公募の市民、 

保健・医療・福祉関係者、学識経験者により構成された「介護保険運営協議会」 

での協議・検討を行います。 

   あわせて、素案作成後パブリックコメントを実施して広く市民意見の把握と反映 

に努めます。 

 

健康福祉・病院経営委員会 
平 成 2 6 年 ２ 月 1 8 日 
健 康 福 祉 局 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%94%aa%96%40%88%ea%8e%4f%8e%4f&REF_NAME=%98%56%90%6c%95%9f%8e%83%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%8f%f0%82%cc%94%aa%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002000800000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002000800000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002000800000001000000000000000000


                                         

（4） 他の計画との関係 

   計画は、地域福祉計画、医療計画、健康増進計画などと調和のとれたものとします。 

調和

横浜市高齢者保健福祉計画

横浜市介護保険事業計画

・計画の基本理念（目標）

・被保険者、要介護認定者、介

護保険サービス利用者等の状

況

・介護保険サービス種類ごとの

見込み量

・介護保険サービス見込み量確

保方策 ほか

・高齢者保健福祉

事業に関する総

合計画

・介護保険外サー

ビスの提供・施設

等の整備

・費用の見込

みに関する事

項

横浜市地域福祉保健計画

健康横浜２１

よこはま保健医療プラン

横浜市障害者プラン

新たな中期計画

横浜市高齢者居住安定確保計画

 
（5）  計画策定スケジュール 

平成 25 年９月～12 月  高齢者実態調査実施 

平成 26 年１月～３月   調査結果集計・分析 

平成 26 年４月～９月  第５期の振り返り、第６期計画の主な施策展開の方向性決定 

     ５月     常任委員会報告（高齢者実態調査結果） 

     ９月     常任委員会説明（計画課題・骨子） 

    10 月      常任委員会説明（素案） 

        10 月～11 月  計画素案作成、公表 

             11 月～12 月  素案による区民説明会の開催、パブリックコメント実施 

    平成 27 年１月～２月   計画最終案のとりまとめ、介護保険料の推計 

                  ３月   常任委員会（介護保険条例の改正） 

             計画策定、介護保険料の改定 

（参考） 高齢者実態調査の概要 

調査分類 対象者数 調査票分類 

市民向け 

調査 

1９,８７０

人 

１ 高齢者一般調査(65歳以上) 

２ 一般調査(55歳以上64歳以下) 

３ 介護予防事業調査 

４ 介護保険在宅サービス利用者調査(要支援) 

５ 介護保険在宅サービス利用者調査(要介護) 

６ 介護保険サービス未利用者調査(要支援・要介護) 

７ 小規模多機能型居宅介護、複合型サービス 利用者調査 

８ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 利用者調査 

９ 特別養護老人ホーム入所申込者調査 

事業所向

け調査 

４,４９１

か所 

10 特別養護老人ホーム調査 

11 介護老人保健施設調査 

12 介護サービス事業所（居住系）調査 

(特定施設、認知症グループホーム等) 

13 介護サービス事業所調査 ※居住系サービス除く 

14 居宅介護支援事業所調査 

従事者向

け調査 

５,９８８

人 

15 ケアマネジャー調査 

16 訪問介護員（ヘルパー)調査 

17 施設介護職員(ケアワーカー)調査 

18 地域包括支援センター専門職調査 


